
契約事務について             資料１－２ 

 

1 随意契約の概要 

（１）随意契約とは 

競争入札の方法によらないで、任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項各号に該当する場合、運用が認められている。 

 

 

（２） 随意契約の実績 

令和８年度 

（４月末現在） 

審査会件数 契約種別 契約件数 随意契約 
うち、1,500万円

を超える契約 

２４１件 工事 ３件 １件 ０件 

修繕 ３件 ３件 ０件 

委託 １５６件 １１３件 ９件 

その他 ７９件 ７３件 １件 

令和７年度 

審査会件数 契約種別 契約件数 随意契約 
うち、1,500万円

を超える契約 

４７６件 工事 ４５件 ４件 ０件 

修繕 １９件 １１件 ０件 

委託 ２８０件 １７５件 １０件 

その他 １３２件 ９７件 １件 

令和６年度 

審査会件数 契約種別 契約件数 随意契約 
うち、1,500万円

を超える契約 

５８２件 工事 ５４件 ６件 ２件 

修繕 ３２件 ２２ ０件 

【地方自治法施行令 第１６７条の２第１項各号：随意契約】 

（前略）随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 

第１号（少額随契） 予定価格が少額の場合 

第２号（特命随契） 目的物を作れる者、持っている者、遂行できる者が１者しかいない場合 

第３号（特定随契） 高齢者、身障者の団体施設の利益を生むためにあえて競争させない場合 

第４号（特定随契） 新商品・開発品（他の業者ではまだ持っていない商品）を買う場合 

第５号（緊急随契） ダム決壊の応急工事など緊急性がある場合 

第６号（不利随契） 現に履行中の契約に関連する業務を、その受注者以外の者にさせると 

          不利な場合 

第７号（有利随契） 時価に比べて著しく低価格で取引できる場合 

第８・９号（不落・入札随契） 入札が不調、落札するも契約締結に応じない場合 



委託 ３３１件 ２０４件 １０件 

その他 １６５件 １１０件 ０件 

令和５年度 

審査会件数 契約種別 契約件数 随意契約 
うち、1,500万円

を超える契約 

５７９件 工事 ６２件 ８件 ４件 

修繕 ３０件 ２２件 ０件 

委託 ３１７件 ２０６件 ５件 

その他 １７０件 １１６件 ０件 

※その他は、物品、賃貸借、売払い、修繕等 

２ 落札率の低い契約（８０％未満） 

※別紙１参照 


